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軽
自
動
車
税
の 

　
税
額
変
更
の
お
知
ら
せ 

①原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車等の 
　税率が上がります 
 

②軽自動車（三輪以上の車両）は初度検査年月により、 
　適用される税率が異なります 
 

③グリーン化特例の導入（平成28年度のみ） 

種　　別 
改正前 

原付 

雪上車 雪上を走行するもの 

50cc以下 

90cc以下 

125cc以下 

ミニカー 

農耕用 

その他 

 

1,000円 

1,200円 

1,600円 

2,500円 

1,600円 

4,700円 

2,400円 

4,000円 

2,400円 

改正後 

2,000円 

2,000円 

2,400円 

3,700円 

2,400円 

5,900円 

3,600円 

6,000円 

3,600円 

小型特殊 

二輪の軽自動車（250cc以下） 

二輪の小型自動車（250cc超） 

（年）税額 

種　　別 
② 

営業用 

自家用 

営業用 

自家用 

6,900円 

10,800円 

3,800円 

5,000円 

3,900円 

① 

5,500円 

7,200円 

3,000円 

4,000円 

3,100円 

③ 

8,200円 

12,900円 

4,500円 

6,000円 

4,600円 

（年）税額 

四輪以上 

三輪 

乗
　
用 

貨
　
物 

種　別 
⑤ 

営業用 

自家用 

営業用 

自家用 

3,500円 

5,400円 

1,900円 

2,500円 

2,000円 

④ 

1,800円 

2,700円 

1,000円 

1,300円 

1,000円 

⑥ 

5,200円 

8,100円 

2,900円 

3,800円 

3,000円 

（年）税額 

四

輪

以

上 

三輪 

乗
　
用 

貨
　
物 

車両番号 

番号○○○○ 

※初度検査年月（初めてナンバープレートを交付さ 

れた年月）は、車検証のこちらに記載されています。 

自 動 車 検 査 証 

初度検査年月 

平成 

○○年○月 

最大積載量 

交付年月日 

平成 

○○年○月○日 

乗車定員 車台番号 

○○○-○○○○○○ 

岐阜○○○　○○○ 

○○ 

①初度検査年月がH27年3月以前の車両 

②初度検査年月がH27年4月以後の車両 

③初度検査年月から13年を経過した車両 

 

　平成28年度課税時に、三輪及び四輪以上の軽自

動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境

負荷の小さいものについて、グリーン化特例（軽課）

が適用されます。 

<適用条件> 

平成27年4月1日から平成28年3月31日までに最初

の新規検査を受けた三輪及び四輪以上の軽自動車（新

車に限る。） 

④税額を概ね75％軽減 

　電気自動車等 

⑤税額を概ね50％軽減 

　・乗用　H32年度燃費基準＋20％達成車 

　・貨物　H27年度燃費基準＋35％達成車 

⑥税額を概ね25％軽減 

　・乗用　H32年度燃費基準達成車 

　・貨物　H27年度燃費基準＋15％達成車 

税
制
改
正
に
よ
り
、
平
成
28
年
4
月
1
日
か
ら
軽
自
動
車
税
が
変
更
さ
れ
ま
す
。 
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◆問合せ　住民課　税務グループ　蕁54-2182

　3月23日 (水) ～5月2日 (月)　午前8時30分～午後5時15分 
　※土・日・祝日及び時間外での受付はできません。 

■申請期間 

1　減免申請書（住民課税務グループにあります。）  
2　身体障がい者等であることを証する書面  
　 身体障がい者の方：身体障害者手帳 

　 戦傷病者の方　　：戦傷病者手帳 

　 知的障がい者の方：療育手帳 

　 精神障がい者の方：精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証（精神通院医療に限る）  

3　自動車検査証（コピーでも可）  
4　個人番号（マイナンバー）カード（または通知カード、個人番号付の住民票など個人番号がわか      
　　るもの) 

5　運転する方の運転免許証（両面コピーにて可）  
6　自動車税等に係る生計同一・常時介護証明書  　※同一世帯である場合は不要 
7　印鑑（認印で可） 

■申請に必要な書類 

　マイナンバー制度の導入（平成27年10月施行）により、軽自動車減免申請手続きに個人番号（マイナン

バー）の記載が必要となります。平成27年度に減免を受けられている方も再度申請が必要となりますので

申請期間内に住民課税務グループで申請を行ってください。       

　また車両等に変更がある場合も再度申請が必要になります。 

※平成27年度軽自動車税の継続減免の申請時に送付したはがきは、平成28年度は送付いたしません。 

　平成28年度減免の申請を希望される方は、必ず住民課税務グループで申請を行ってください。 

■平成27年度に軽自動車税の減免を受けられた方へ 

・障がい者の方1人に対し、減免可能な台数は1台です。普通自動車等で減免を受けた場合は、軽自動車の

　減免は受けられません。 

・リース車両は減免の対象になりません。   

・障がい者の方が社会福祉施設に入所、または病院に長期入院されている場合は、減免の対象になりません。  

・減免の申請は、翌年度以降も毎年必要です。   

・申請期間内に減免申請されないと、その年度の減免を受けられません。 

・障がいの程度によって減免されない場合があります。 

■注意事項  

軽自動車税の減免には 軽自動車税の減免には 
毎年更新の手続きが必要です 毎年更新の手続きが必要です 

　身体障がい者等の方で一定の要件に該当する場合、本人所有の軽自動車等について軽自動車税の減免を

受けることができます。 

　また、身体障がい者で18歳未満の方又は知的・精神的障がい者で一定の要件に該当する場合、家族等が

所有する軽自動車等で、その身体障がい者等の方のために使用する軽自動車等も減免を受けることができ

ます。 
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◆
問
合
せ
　
総
務
課
　
行
政
グ
ル
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プ
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54-

2
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内
線
1
1
2
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あ
る
日
、
突
然
交
通
事
故
は
起
き
る
も
の
で
す
。
交
通
事

故
に
遭
え
ば
、
加
害
者
も
被
害
者
も
怪
我
を
す
る
こ
と
や
、

最
悪
の
場
合
、
命
を
落
と
す
こ
と
や
他
人
の
命
を
奪
う
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
自
分
は
大
丈
夫
と
油
断
し
て
い
る
と
、
次
に

事
故
に
遭
い
、
自
分
や
他
人
の
命
を
奪
う
の
は
、
あ
な
た
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。
事
故
を
起
こ
さ
な
い
た
め
に
も
、
道
路
上

の
ル
ー
ル
を
見
つ
め
な
お
し
て
み
ま
せ
ん
か
。 

　
平
成
２７
年
の
富
加
町
の
人
身
事
故
数
は
９
件
で
、
昨
年
よ

り
も
7
件
減
少
し
ま
し
た
。
負
傷
者
数
は
13
人
で
、
昨
年
よ

り
も
14
人
減
少
し
ま
し
た
。
交
通
事
故
死
者
数
は
0
人
で
、

死
亡
事
故
ゼ
ロ
日
数
は
平
成
28
年
1
月
31 
日
現
在
で
、

9
8
4
日
と
な
り
県
内
で
2
位
で
す
。 

    

　
平
成
27
年
の
交
通
事
故
死
者
数
は
岐
阜
県
全
体
で
1
0
6

人
で
、
そ
の
内
高
齢
者
は
61
人
で
し
た
。
死
亡
事
故
の
特
徴

は
、
出
会
い
頭
事
故
や
道
路
の
横
断
中
の
事
故
が
増
加
し
た

こ
と
で
す
。 

　
ま
た
、
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
未
着
用
に
よ
る
死
亡
も
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。
自
動
車
乗
車
中
の
死
者
43
人
の
う
ち
、
シ
ー
ト

ベ
ル
ト
非
着
用
者
が
23
人
で
5
割
を
占
め
、
そ
の
内
18
人
は

シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
し
て
い
れ
ば
死
亡
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と

思
わ
れ
ま
す
。 

 

                          

            

・
時
間
と
心
に
余
裕
を
も
っ
て
行
動
す
る
。 

・
道
路
状
況
や
天
候
に
応
じ
た
交
通
速
度
を
守
る
。 

・
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
は
運
転
席
や
助
手
席
は
も
ち
ろ
ん
、
後
部

　
座
席
も
着
用
を
徹
底
す
る
。 

・
横
断
歩
道
を
横
断
中
の
歩
行
者
が
い
た
ら
、
必
ず
停
車
す
る
。 

・
運
転
手
も
歩
行
者
も
、
必
ず
安
全
の
確
認
を
す
る
。 

・
夜
間
の
外
出
は
明
る
め
の
服
装
や
反
射
材
を
使
用
す
る
。

　
富
加
町
の
交
通
安
全
は
、
数
字
だ
け
見
る
と
良
く
な
っ
て

い
ま
す
が
、
こ
の
状
況
に
満
足
せ
ず
、「
思
い
や
り
」
や
「
譲

り
合
い
」
の
気
持
ち
を
持
っ
て
ル
ー
ル
を
守
り
、
住
み
よ
い

富
加
町
を
作
り
ま
し
ょ
う
。 

そ
の
油
断
が
交
通
事
故
を 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
引
き
起
こ
す
！ 

　「自分は 
　大丈夫！」 
 

岐
阜
県
の
交
通
死
亡
事
故
発
生
状
況 

死
亡
事
故
の
特
徴 

岐
阜
県
の
交
通
死
亡
事
故
発
生
状
況 

死
亡
事
故
の
特
徴 

交
通
事
故
を
な
く
す
た
め
に 

交
通
事
故
を
な
く
す
た
め
に 

そ
の
油
断
が
交
通
事
故
を 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
引
き
起
こ
す
！ 

富加町で発生した交通事故・負傷者数 
40 
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人身事故 
死亡事故 
負傷者数 

－ 資料提供　岐阜県警察本部交通企画課 － 
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事　　業 

Ａ　社会貢献サービス型 補助対象経費の9／10 

（限度額20万円） 

食を通じた多文化交流、子育てサ 

ポート事業など 

Ｂ　ソーシャルビジネス 

　　はじめる型 

補助対象経費の9／10 

（限度額200万円） 

休耕地活用による地域活性化、特 

産品開発による地域づくりなど 

事業の例 補助金額の上限（1年目） 

◆問合せ　美濃加茂市役所　定住自立圏推進室　　◆問合せ　美濃加茂市役所　定住自立圏推進室　　蕁25-2111（内線（内線447） 

　　　　　富加町役場　　　総務課企画グループ　　　　　　富加町役場　　　総務課企画グループ　蕁54-2111（内線（内線172） 

◆問合せ　美濃加茂市役所　定住自立圏推進室　　蕁25-2111（内線447） 
　　　　　富加町役場　　　総務課企画グループ　蕁54-2111（内線172） 
◆問合せ　美濃加茂市役所　定住自立圏推進室　　蕁25-2111（内線447） 
　　　　　富加町役場　　　総務課企画グループ　蕁54-2111（内線172） 

あぜみち仲間 

〈事業概要〉 
　町内のギャラリー22か所の地図を 
　発行し、参加者が各ギャラリーを 
　巡り、展示物を鑑賞しました。 

「いなか舎　てくてくめぐり」 

27年度選定事例 ■対象事業　地域の活性化となる事業や人と人の交流を促進する事業など 

■対象団体　自治会やボランティア、NPO団体など 

■対象経費　外部講師に対する旅費や謝金、消耗品や備品など、 

　　　　　　事業に必要な経費 

■補助限度額　10万円 
※必要経費が10万円以下の場合はその額（千円未満の端数切捨て) 

■申請方法　総務課企画グループに備え付けの申請書等を 

　　　　　　5月10日　(火) までに提出してください。 
■交付回数　1団体1事業、補助の期間は最大3年間 

　　　　　　※毎年申請が必要です。 

■その他　　申請後、まちづくりの有識者と申請団体の代表者で構成する 

　　　　　　審査会で、事業のプレゼンテーションを行っていただき、 

　　　　　　補助の採択を決定します。 

■問合せ　　総務課　企画グループ　蕁54-2111（内線172） 

富加町 
　　 住民提案型協働事業 
　　　　　　　　　　　募集します 

　地域の活性化や特色あるまちづく 

りの促進を図ることを目的に、まち 

づくり事業を実施する団体に補助金 

を交付します。 

 

　みのかも定住自立圏では、「住み続け

たい」「住んでみたい」と感じるまちを

目指す住民や事業者の皆さんの意欲的な

活動を支援します。応募を考えている方は、

説明会に必ず参加してください。 

●日　時　　①4月8日（金）午後7時～9時　　②4月10日（日）午後2時～4時　 
●場　所　　美濃加茂市生涯学習センター201号室（美濃加茂市役所東隣） 
●申込み　　4月6日（水）までに、電話で美濃加茂市定住自立圏推進室または、役場総務課 
　　　　　　企画グループへお申込みください。 

●対象事業　圏域の課題解決に取り組む事業 

●補助種類 
●対象団体　要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。 

※補助の期間は、最大で3年間（毎年選考・審査があり、2年目、3年目は補助金額・限度額が変わります。） 

※事業に対する補助金額の割合と限度額は、選考・審査の評価得点により異なります。 
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身近な話題を教えてください。取材に行きます。 

総務課　企画グループ　 蕁 54-2111（内線172） 

とみか保育園で豆まき 
　2月3日、とみか保育園で節分の豆まきを行いまし

た。園児らは山から降りてきた鬼を見つけると、豆

を持って鬼の元へ行き、「おには－そと！ふくは－

うち！」のかけ声とともに豆をまきました。 

　園長は「みんなの心の中にいる『泣き虫鬼』や『わ

がまま鬼』、『好き嫌い鬼』などの悪い鬼も退治し

ましょうね。」と話しました。 

とみか歩こう会 
　1月16日、とみかもりあげ隊（代表：河村企淑　

道の駅駅長）主催の「第1回とみか歩こう会」が開

催されました。 

　とみか歩こう会は、町健康チャレンジ事業の一環

で、道の駅周辺を毎月1回程度歩くことによって、

健康及び参加者のふれあいを目的として行われまし

た。 

　約50人の参加者は、準備体操をした後、道の駅か

ら約1.5キロを楽しく会話しながら歩きました。 

行政相談出前講座 
　1月22日、富加小学校で行政相談出前講座が開催

されました。 

　日常生活と行政とのかかわりや身近な行政の問題

を通して、行政相談制度について理解を深めてもら

い、行政への興味関心を高めてもらうため実施され

ました。 

　講師に岐阜行政評価事務所の行政相談課長の小池

裕之さんと富加町の行政相談委員の市原正隆さんを

迎え、実際に町内で相談を受けて解決した例を、自

作の絵と分かりやすい言葉を使いながら説明されま

した。 

　児童は「初めて知ることもたくさんあって、勉強

になった」と話しました。 
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Let,s Enjoy English
　2月20日、南公民館で富加町国際交流協会（会長：

渡辺謙太郎さん）主催の英会話教室が開催されまし

た。 

　講師に富加町でALT（外国語指導助手）を務める

チャーミアン・マカナス先生（フィリピン出身）を

迎え、年中から小学校5年生までの23人が、英語で

の自己紹介やカードを使った英語のじゃんけんゲー

ムなどをしました。 

　最初は緊張した様子の子どもたちも、音楽が流れ

だすと体を動かして大きな声で英語とふれ合ってい

ました。 

むかしの遊び 
　1月22日、町家庭教育学級のうちの一つ「友愛ブ

レンド学級」が、子どもたちに昔の遊びを伝えよう

と、とみか保育園の園児に昔遊びを教えました。 

　この日教えたのは「ずいずいずっころばし」と「は

ないちもんめ」で、みんなで大きな声で歌を歌いな

がら楽しくふれ合いました。 

　園児は楽しそうに取組み、笑顔があふれていまし

た。 

富　小 

だより 

　「やった－！」という声と同時に大きな拍手があちら

こちらから聞こえてきました。 

　11月から仲間と励まし合い高め合いながら縄跳びを

通して、学級としてのつながりを持つことをねらいと

して取り組んできました。そして、2月4日待ちに待っ

た「大なわ大会」を迎えました。今までの記録を少し

でも更新しようと一生懸命取り組みました。 

がんばったよ， 
 　くやしかったよ 大なわ大会 

※３分間に跳び続けた回数です。 

年　組 

最高記録（回） 

年　組 

最高記録（回） 

１の１ 

１４９ 

４の１ 

２５２ 

１の２ 

２００ 

４の２ 

２６０ 

２の１ 

２３０ 

５の１ 

３１６ 

２の２ 

１４０ 

５の２ 

２８９ 

３の１ 

２１２ 

６の１ 

３３７ 

３の２ 

２２５ 

６の２ 

２７４ 

がんばったよ， 
 　くやしかったよ 大なわ大会 

お詫びと訂正　広報とみか2月号9ページのマーチングバンド全国大会出場者のお名前に誤りがありました。 
　　　　　　　お詫びして訂正いたします。 
　　　　　　　(誤)　井戸　綾乃　→　(正)　井戸　彩乃 
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       マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）

通
知
カ
ー
ド
を
紛
失
し
た
ら

ど
う
し
た
ら
い
い
？
 

 　
警
察
に
遺
失
届
を
出
し
、
受
理

番
号
を
控
え
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
後
、

役
場
で
紛
失
届
に
遺
失
届
受
理
番

号
を
記
入
し
、
通
知
カ
ー
ド
の
再

発
行
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
な
お
、
再
発
行
手
数
料
は

5
0
0
円
で
す
。
通
知
カ
ー
ド
の

作
製
は
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ

ス
テ
ム
機
構
が
行
う
た
め
、
再
交

付
に
は
日
数
を
要
し
ま
す
の
で
ご

了
承
く
だ
さ
い
。
 

※
警
察
で
遺
失
届
が
受
理
さ
れ
な

い
場
合
（
遺
失
物
法
に
規
定
す
る
「
遺

失
物
」
に
該
当
し
な
い
場
合
）
は
、

役
場
で
紛
失
届
に
紛
失
し
た
経
緯

を
記
載
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

■
問
合
せ
　
住
民
課
　
住
民
グ
ル
ー
プ

蕁
54
―

2
1
1
6
 

 水
道
メ
ー
タ
ー
交
換
に
 

　
　
　
　

ご
協
力
く
だ
さ
い
 

 　
皆
さ
ま
の
ご
家
庭
に
あ
る
水
道

メ
ー
タ
ー
は
、
計
量
法
に
基
づ
き
、

8
年
間
で
交
換
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
町
で
は
、
3
月
に
町
内
約

3
0
0
件
の
メ
ー
タ
ー
交
換
を
予

定
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。
交
換
費
用
は
無

料
で
す
。
 

　
メ
ー
タ
ー
交
換
の
対
象
と
な
る

ご
家
庭
に
は
、
事
前
に
『
水
道
メ

ー
タ
ー
交
換
の
お
知
ら
せ
』
を
送

付
し
ま
す
。
 

　
交
換
作
業
は
、
町
が
発
注
し
た

水
道
事
業
者
が
行
い
、
町
が
発
行

し
た
身
分
証
明
書
を
携
帯
し
て
い

ま
す
。
交
換
後
は
『
水
道
メ
ー
タ

ー
交
換
終
了
の
お
知
ら
せ
』
を
郵

便
受
け
等
に
入
れ
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
 

　
ま
た
、
ご
不
在
の
場
合
で
も
交

換
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
 

・
交
換
作
業
中
は
、
一
時
的
に
水

道
が
使
え
な
く
な
り
ま
す
。
 

・
交
換
後
、
一
時
的
に
水
道
水
が

濁
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
使
い
始

め
は
水
を
少
し
流
し
て
か
ら
ご
使

用
く
だ
さ
い
。
 

■
問
合
せ
 

建
設
課
　
都
市
計
画
グ
ル
ー
プ
 

蕁
54
―

2
1
1
5
 

 か
も
丸
と
か
も
美
の
 

男
女
共
同
参
画
メ
ン
バ
ー
募
集
 

 　
定
住
自
立
圏
構
想
に
基
づ
き
美

濃
加
茂
市
と
加
茂
郡
町
村
の
委
員

で
活
動
し
ま
す
。
 

■
募
集
人
数
　
2
名
程
度
 

　
　
　
　
　
　
（
富
加
町
の
委
員
）
 

■
募
集
期
限
　
3
月
31
日
（
木
）
 

■
対
象
　
男
女
共
同
参
画
に
関
心

を
お
持
ち
の
方
、
自
分
も
一
緒
に

勉
強
し
て
み
た
い
と
い
う
方
。
 

※
会
議
は
月
１
回
程
度
開
催
。
時

間
や
場
所
は
委
員
の
皆
さ
ん
で
相

談
し
て
決
め
ま
す
。
 

■
任
期
　
平
成
29
年
3
月
31
日
ま
で
 

■
申
込
方
法
　
総
務
課
企
画
グ
ル

ー
プ
に
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。
 

■
申
込
み
・
問
合
せ
 

総
務
課
　
企
画
グ
ル
ー
プ
 

蕁
54
―

2
1
1
1
（
内
線
1
7
2
）
 

 統
計
調
査
員
を
募
集
し
ま
す
！
 
 

 　
各
種
統
計
調
査
の
業
務
に
従
事

し
て
い
た
だ
く
統
計
調
査
員
を
募

集
し
ま
す
。
各
種
統
計
調
査
は
、

わ
た
し
た
ち
の
生
活
を
向
上
さ
せ

る
重
要
な
資
料
と
し
て
利
用
さ
れ

て
い
ま
す
。
 

■
統
計
調
査
員
の
要
件
 

・
満
20
歳
以
上
で
、
熱
意
と
責
任

を
も
っ
て
調
査
事
務
を
遂
行
で
き

る
方
 
 

・
調
査
で
知
り
得
た
こ
と
な
ど
の

秘
密
を
保
持
で
き
る
方
 
 

・
税
務
、
警
察
事
務
に
従
事
し
て

い
な
い
方
 
 

・
選
挙
に
直
接
関
わ
り
の
な
い
方
 
 

■
統
計
調
査
員
の
身
分
　
総
務
大

臣
な
ど
や
県
知
事
か
ら
統
計
調
査

の
つ
ど
任
命
さ
れ
る
非
常
勤
の
公

務
員
で
す
。
統
計
調
査
中
に
事
故

な
ど
に
あ
っ
た
場
合
は
、
公
務
災

害
に
よ
り
補
償
さ
れ
ま
す
。
 
 

■
仕
事
の
主
な
流
れ
　
調
査
員
説

明
会
へ
出
席
↓
調
査
の
準
備
↓
調

査
票
の
配
布
・
回
収
↓
調
査
書
類

の
点
検
整
理
↓
調
査
書
類
の
提
出
 

■
報
酬
　
調
査
活
動
の
対
価
と
し

て
報
酬
が
支
払
わ
れ
ま
す
。（
報
酬

は
調
査
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。）
 

■
申
込
方
法
　
直
接
又
は
電
話
に

て
総
務
課
企
画
グ
ル
ー
プ
に
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。
 

■
募
集
期
間
　
随
時
 
 

■
問
合
せ
　
総
務
課
　企
画
グ
ル
ー
プ
 

蕁
54
―

2
1
1
1
（
内
線
1
7
2
）
 

 ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
等
に
よ

る
和
解
一
時
金
の
請
求
期
限

が
近
づ
い
て
い
ま
す
 

 　
過
去
に
ハ
ン
セ
ン
病
に
か
か
っ

た
こ
と
が
あ
る
方
に
は
、
国
か
ら

補
償
金
（
和
解
一
時
金
）
が
支
払

わ
れ
ま
す
。
訴
訟
の
手
続
き
が
必

要
で
す
の
で
、
余
裕
を
持
っ
て
ご

相
談
く
だ
さ
い
。
 

■
補
償
金
の
申
請
手
続
期
限
 

　
3
月
31
日
（
木
）
 

■
相
談
窓
口
 

①
（
公
財
）
沖
縄
県
ゆ
う
な
協
会

蕁
0
9
8
―

8
3
2
―

9
5
2
8
 

②
法
律
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　

蕁
0
9
8
―

9
3
8
―

4
3
8
1
 

③
厚
生
労
働
省
（
難
病
対
策
課
）

蕁
0
3
―

5
2
5
3
―

1
1
1
1
 

■
問
合
せ
 

福
祉
保
健
課
　
蕁
54
―

2
1
1
7
 

 関
・
美
濃
地
区
 

　
　
　
　

合
同
会
社
説
明
会
 

 　
関
市
、
美
濃
市
の
企
業
42
社
（
予

定
）
が
集
ま
る
会
社
説
明
会
が
開

催
さ
れ
ま
す
。
各
企
業
が
ブ
ー
ス

を
構
え
、
採
用
計
画
な
ど
を
説
明

し
ま
す
。
地
元
で
就
職
し
た
い
人

は
是
非
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
 

■
日
時
　
4
月
21
日
（
木
）
 

　
　
　
　
午
前
10
時
〜
午
後
4
時
 

■
会
場
　
わ
か
く
さ
・
プ
ラ
ザ
 

関
市
学
習
情
報
館
多
目
的
ホ
ー
ル
 

　
（
岐
阜
県
関
市
若
草
通
2
―

1
）
 

■
対
象
者
　
平
成
29
年
3
月
　
大
学
・

短
大
・
専
門
学
校
卒
業
予
定
者
 

■
企
業
数
　
42
社
（
関
市
33
社
、

美
濃
市
8
社
、
郡
上
市
1
社
）
 

■
主
催
 

関
市
雇
用
促
進
協
議
会
、
美
濃
 

商
工
会
議
所
中
小
企
業
対
策
委
 

員
会
 

■
問
合
せ
 

関
市
雇
用
促
進
協
議
会
事
務
局
 

蕁
0
5
7
5
―

2
2
―

2
2
6
6
 

   



�

                             

◆問合せ　福祉保健課　蕁54-2117

保健センターだより 
　今年度も、女性がん検診を受診していた

だき、ありがとうございました。検診受診

期間が終了したので、受診状況を報告しま

す。 

　今年度は乳がん検診への関心が高まり、

受診者数が増加しました。   

　乳がんのピークは40代後半～50代と言

われています。乳がんは、早期発見である

ほど治癒率が高い病気です。また、子宮頸

がんは、20代～30代の女性のがん第１位

です。原因が明確であり、早期であれば確

実に治療できる病気です。ご自身やご家族

のためにも、定期的に検診を受け、早期発

見・早期治療に努めましょう。 

3月に各世帯主宛に「健康診査・がん検診申込書」を送付します。 

対象の方全員分の申込み希望を漏れのないようにご記入の上、 

必ず4月7日（木）までに、福祉保健課へご返送ください。 

対　象　者 増減 
平成26年度 

受診者数 

平成27年度 

受診者数 
検 診 名  

40歳以上の偶数年齢の女性 106人 133人 27人増 

20歳以上の偶数年齢の女性 

30・35・40・45・50・55 
・60・65・70歳の女性 

137人 131人 6人減 

26人 35人 9人増 

乳 が ん  

子宮頸がん 

骨粗しょう症 

平成28年度 富加町健康診査（特定・後期高齢者）・がん検診 
の申込書をご自宅にお届けします 

注意 期日までに返送がなかったり未記入の場合は、受診票・検診票の送付ができなくなります。 

平成27年度 女性がん検診 
受診状況のご報告 

◆問合せ　産業環境課　蕁54-2113

　生後91日以上の犬は、登録と毎年1回の狂犬病予

防注射が、狂犬病予防法で義務づけられています。

平成28年度の予防注射を次のとおり実施します。 

　かわいい愛犬のためにも、忘れずに受けましょう。 

・登録済みの方には、案内はがきを3月末に送付します。はがきを必ず持参してください。 

　また、はがき表面の記載事項に誤りがありましたら朱書きで訂正をして提出してください。 

・日程の関係上、時間を延長できませんので、時間内にお越しください。 

・犬の所有者、所在地の変更、犬の死亡があった場合は、注射会場または産業環境課へ案内は

　がきを添えて届出をしてください。 

・会場が混雑することがあります。できる限りおつりのないようにお金の準備をお願いします。 

・注射会場で注射ができない場合は、最寄りの動物病院で受けてください。 

　なお、その場合も案内はがきを持参してください。 

犬の登録・狂犬病予防注射のお知らせ 犬の登録・狂犬病予防注射のお知らせ 犬の登録・狂犬病予防注射のお知らせ 

注
意
事
項 

実 施 日 

　4月15日 
（金） 

場　所 

役場 

東公民館 

西公民館 

大平賀おかりや 

南公民館 

 　9時00分～10時00分 

10時20分～10時50分 

11時00分～11時30分 

11時40分～12時10分 

13時10分～14時00分 

時　間 

区　分 

・すでに登録し 

　ている場合 

 

 

費　用 

3,150円（1頭につき） 
《内訳》 

・注射料金 2,600円（税込） 

・注射済票交付手数料 550円 

・未登録の場合 

・新しく飼い始 

　めた場合 

6,150円（1頭につき） 
 《内訳》 

・登録手数料 3,000円 

・注射料金 2,600円（税込） 

・注射済票交付手数料 550円 

 



��

産業環境課　蕁54-2113

休日等の漏水相談 
建設課 都市計画グループ　�蕁54-2115

税金など 

休日急患診療所 

住民課 税務グループ　�蕁54-2182

◆(有)アテインムライ(富加町)…………54-3831 
◆(株)梅田（富加町）……………………54-2367 
◆(株)和泉（美濃加茂市）………………28-5411 
◆龍王ホームサービス(株)（美濃加茂市）…29-1098 
◆(有)荘加工業（関市）…………0575-25-0341 
◆中濃温水サービス（関市）……0575-29-0231 
◆(株)長沼水道工業所（関市）…0575-22-0205 
◆(有)早川水道工業（関市）……0575-22-2895 
※最初に相談した業者が、他の修理等で対応できない場合な
どは、他の業者にご相談ください。 

■納期限　3月31日(木) 
■後期高齢者医療保険料…………………9期分 
■介護保険料………………………………随時期 
■水道料金……………………………………3月分 
■下水道使用料………………………………3月分 
■保育料………………………………………3月分 
■町営住宅使用料……………………………3月分 

実施：加茂医師会 

ごみ収集日 

月 日 当番病医院 ＴＥＬ 

（美）美濃加茂市（八）八百津町（七）七宗町 

※突然の発熱やケガなど比較的軽い症状に対して、応急的な初期
診療を行います。急病以外はできるだけ通常の診療時間内に受
診してください。 

出 生 
生日 出生児氏名 性別 親 

1月7日 

1月9日 

1月26日 

2月2日 

山田　蒼真 

実川　凜 

市原　璃乃 

丹波　栞里 

男 

女 

女 

女 

 

奨太・里奈 

雅和・梨沙 

幹也・由実 

闊信・彩乃 

　やまだ　　　　そうま 

　じつかわ　　 りん 

　いちはら　　　 りの 

　たんば　　　　しおり 

長 寿 
氏名 年齢 自治会 

95 
90

栃　洞 
町　屋 

松井　美咲 
酒井　せつ子 

氏名 年齢 自治会 

87 
91 
81  
82  
84  
97

老　梅 
高　畑 
巾　上 
片　町 
下羽生 
下滝田 

お く 
や み 

人の動き（1月31日現在） 
　人口：5,721人（+4）　男：2,781人（+7）　女：2,940人（-3）　世帯数：1,873世帯（+2）※（ 　）は前月比 

各種相談 くらしの情報ひろば　3月 

…………………………毎週月・木曜日 
…3月14日（月） 
……4月11日（月） 
…3月20日（日） 

　　……4月3日（日） 

平成28年1月16日～2月15日届出分（敬称略） 

●可燃ごみ 
●不燃(ガラス)・資源(ビン)・粗大ごみ 
●不燃(金物)・資源(缶)・粗大ごみ 
●資源・特別ごみ・油 (役場、南公民館) 
●資源・特別ごみ(役場、東・西公民館)

氏名（夫上段・妻下段） 結婚前の市町村名（町内の場合は自治会） 

大竹　和貴 
山田　紗矢香 

高畑 
高畑 

上羽生 
美濃加茂市 

結 婚 

3月  6日 

3月13日 

3月20日 

3月21日 

3月27日 

木沢記念病院（美） 

太田メディカルクリニック（美） 

いこまファミリークリニック（美） 

和知すこやかクリニック（八） 

カブチ山田クリニック（七） 

25-2181 

26-2220 

54-1233 

43-3001 

46-0035

★なんでも相談所・人権相談(悩み事や人権問題など) 
日　時　3月9日(水) 午後1時～4時 
場　所　タウンホールとみか2階　会議室 

問合せ　住民課 住民グループ　蕁54-2116 

 

★こころの健康相談①(うつや引きこもり・認知症など) 
電話相談　随時　　　　午前8時30分～午後5時 
面　　接　事前予約制　午前8時30分～午後5時 
問 合 せ　福祉保健課　蕁54-2117 
 

★こころの健康相談②（うつや引きこもり・認知症など） 
日　時　3月15日(火）午後2時～(完全予約制） 
場　所　中濃保健所　相談室 
問合せ　中濃保健所　健康増進課 
　　　　蕁25-3111 (予約は前日正午まで)

足立　き　子 
堀部　さと 
森　義幸 
澤野　さな子 
井戸　善男 
板津　文子 

野村　賢史 
　　琴恵 



��

長良川鉄道株式会社　蕁0575-46-7420 http://www.nagatetsu.co. jp

※詳しくは長良川鉄道本社までお気軽にお問い合わせください。 

観光列車「ながら」運行開始 
　既存のナガラ300形2両を特別な観光列車「ながら」にリニューアルし、4月27日
から運行を開始します。 
　長良川鉄道沿線の四季折々の自然、原風景、伝統文化、食文化を列車内でお楽 
しみいただき、ここでしか味わえない感動をお届けする列車旅へご案内します。 

１　運行日等 

２　乗車料金 

3　予約方法等 

運行開始日　4月27日（水） 

①観光列車「ながら」グルメプラン（25席） 
　「ながら」1号ランチプラン　12,000円　金・土・日・祝日運行（美濃太田10：40発～郡上八幡12：22着） 
　「ながら」2号ランチプラン　12,000円　　　土・日・祝日運行（郡上八幡14：23発～美濃太田15：49着）　 
　　※各プラン2日間有効フリーきっぷ付 

　「ながら」2号スイーツプラン  5,000円　金曜日運行（郡上八幡14：12発～美濃太田15：23着） 
　　※一日フリーきっぷ付 

②観光列車「ながら」1号・2号ビュープラン　乗車券+乗車整理券500円（定員38名） 
 

予約受付開始日　3月1日（火） 
予約受付日時　　午前10時～午後4時　※12月31日～1月3日除く 
予約方法　　　　予約専用　蕁0575-46-8021

年間運行日 
　金・土・日・祝日運行 
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「広報とみか」1部あたりの印刷費は約46円です。 

　町では、経済産業省と国土交通省の政策に連

動した道の駅への充電インフラ導入プロジェク

ト（E-OASISプロジェクト）により、道の駅「半

布里の郷とみか」に電気自動車用急速充電器を

設置し、2月15日（月）から充電サービス（有料）

を開始しました。 

■利用方法など 

・利用時間　24時間 

・充電時間　最長30分 

道の駅「半布里の郷とみか」に設置された急速充電器 

※本充電器は、合同会社日本充電サービス（NCS）が提供する充電サービスを利用しています。詳しくはNCSの 
　ホームページ（http://www.nippon-juden.co.jp/cd/）をご覧ください。 

◆問合せ　産業環境課　蕁54-2113

◆問合せ　総務課　企画グループ　蕁54-2111（内線172） 

１NCSカードをお持ちの方 ３充電用カードをお持ちでない方 ２その他のNCS加盟の充電用 
　カードをお持ちの方 　合同会社日本充電サービ

スが発行するカード「チャ

ージスルゾウ」をお持ちく

ださい。 

　料金は、月々の会費の他、

都度利用料金15円／分とな

ります。 

　エネゲートのエコQ電を利用すること

で充電可能となりますので、携帯電話

又はスマートフォンをお持ちください。

クレジットカード決裁となりますので、

カード情報の入力が必要となります。 

　料金は、180円／10分（税込）、1回の

連続充電は最長30分までとなります。 

　チャージスルゾウのロゴ

の入ったカードをお持ちく

ださい。 

　料金は、カード会社にお

問い合わせください。 

電気自動車用急速充電器の設置・運用開始 

■課金方法および料金 

定住促進事業 進めています 
　町では、子育て世代の町外からの移住・定住者を

増やしたく「ＪＵＳＴｏｍｉｋａ　Ｌｉｆｅ（ジャストミカ 
ライフ）」をタイトルとした定住促進事業に取り組
んでいます。 

〈紹介内容〉　 

　まちの子育て支援制度をはじめ、町有地分譲情報

や定住促進奨励金、また最近移住してきた家族や、
昔から住む家族の声を写真入りで紹介し、 
本町の魅力を紹介しています。 

②定住ＰＲリーフレットの作成 
　重点戦略タイトルにもある「＋（プラス）」を想像させる仕様とし、このリ
ーフレットを手に取った人に興味を持って開いてもらえるよう工夫しました。 

①名古屋圏等に向けた生活情報誌（フリーペーパー）によるＰＲ 

　咲楽（さくら）1月号にて富加町を紹介しました。 

④富加町移住・定住応援サイトの開設（4月予定） 
　町公式ホームページとは別に、本町の移住定住関連情報を掲載した移住・定住応援サイトを開設します。 

③案内看板の設置 
　・自家用車等で富加町を訪れる人に、視覚的に本町を知らせるため、町の入口となる東西南北の4箇所に設置
　　しました。 
　・今年度から販売する町有分譲地にできる新しいまち「ジャストタウン滝田」をイメージした看板を1箇所設置
　　しました。 


